
連絡先／宮城県労働組合総連合（宮城県労連）
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「みやぎ2017市民の憲法行事」への参加行事です

「
み
や
ぎ
２
０
１
７

市
民
の
憲
法
行
事
」へ
の

     

参
加
行
事
で
す

　
法
律
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　
期
限
の
あ
る
雇
用（
有
期
雇
用
）労

働
者
が
、期
限
の
定
め
の
な
い
無
期

雇
用
に
切
り
替
え
ら
れ
る
新
た
な

法
律
（
労
働
契
約
法
第
18
条
）
が
ス

タ
ー
ト
（
２
０
１
３
年
４
月
）
し
ま

し
た
。

　
新
し
い
ル
ー
ル
は
、契
約
更
新
を

繰
り
返
し
て
２
０
１
８
年
４
月
以

降
に
通
算
５
年
を
超
え
る
と
、本
人

の
申
込
み
に
よ
っ
て
、無
期
雇
用
契

約
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

　
こ
の
ル
ー
ル
は
、労
働
者
で
あ
れ

ば
だ
れ
で
も
適
用
に
な
り
ま
す
。無

期
雇
用
の
申
込
み
を
し
た
場
合
、

「
使
用
者
は
当
該
申
込
み
を
承
諾
し

た
も
の
と
み
な
す
」と
い
う
規
定
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

 

（
厚
労
省
パ
ン
フ
）

５ wed
水31

2017

仙台エルソーラ
(仙台駅前アエルビル28階)

午後6時30分から
“無期雇用のメリット” （厚生省パンフ）

意欲と能力のある労働力を安定的に確保しやすくなる
【企業にとって】企業の実務や業務に精通する無期雇用の労働者を
比較的容易に確保できる。社員育成ができる。
【労働者にとって】雇用の安定性に欠ける有期雇用契約から無期雇
用契約に転換することで、安定的かつ意欲的に働くことができる。
仕事のキャリア形成を図ることができる。
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5年

通算５年を超えて契約更新した労働者が、その契約期
間中に無期転換の申込みをしなかったときは、次の更
新以降でも無期転換の申込みができます。

【契約期間が１年の場合の例】

開始
2013年
4月1日

丸5年目
2018年
3月31日

6年目
2019年
4月1日

2018年4月1日～2019年3月31日 ①無期転換申込み期間

― 5年を超えて働き続ければ、だれでも無期雇用の権利 ―

市民シンポジウム

だれでも
自由に

参加でき
ます

参加費
無　料


